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平成２１年６月１日

7月1日から

変更される各課・係の主な業務内容

場所を移転する課・室・係

市民総合窓口の整備

健康福祉課子育て支援室は保健福祉センターひだまり2階へ移ります

上記の組織の変更により、市民文化会館1階に配置される課は、以下のとおりとなります。

・市民課　　・健康福祉課介護保険係　　・環境課

保育所、児童手当（※）、児童扶養手当（※）、とばっ子カード（※）、子育て支援、放課後児童
クラブなどについてのご用件は、子育て支援室へお越しください。

※今回の組織の再編により、一部の課・室・係の配置が変わりますで、ご理解とご協力をお願いします。
※電話番号やメールアドレスなど連絡先は、以前と変更はありません。

７月1日からの組織

・管理係

・運航業務係

定期船課
（定期船課中之郷事務所）

・行政係　・防災対策室　・人事係
・秘書係　・契約管財係
・広報情報係

総　務　課
（市役所本庁舎2階）

・農林係　・水産係　・商工労政係農水商工課
（市役所本庁舎1階）

・観光企画係
・観光振興係観　光　課

（市役所本庁舎1階） 市の主産業である観光振興施策を推進し
ます

定期船とバスの連携など地域の実情に即
した輸送サービスの向上を推進します

「広報とば」「行政放送」「ホームページ」
など、市の行政情報発信を行います

変　更　前

農水商工観光課

・埋火葬許可および火葬場の使用許可の受付許可業務 市民課の窓口で対応します。

企画財政課の
バス運行業務を

企画財政課の
情報担当を

総務課の
広報担当を

統合

移管

新設

※出生、転入、転出時に係る児童手当・児童扶養手当・とばっ子カードの申請は、市民課窓口でも

受け付けできます。

総務課行政係　擦浦１１１２

企画財政課行政改革室　擦浦１２２７


